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に改める。 

 第１１条第１項中「（昭和２２年法律第６７号）」を削る。 

 別表のうち（１）の表タクシーの駐車場の項の次に次のように加える。  

交番 新潟市財産条例別表の３の項の規定の例に

よる。 

３年以内 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 


